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公正証書遺言と自筆証書遺言
どっちがいいの？

大家さん大学講座
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当団体のご紹介
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設 立：2021年4月1日

設立経緯：14年前に設立した一般社団法人日本シルバーサポート協会

 が前身。相続・認知症・終の棲家・介護など、年間300件

 近い高齢者の相談対応を通じ、更に多くの専門家が参加する

 事で、たくさんのお悩み解決に繋がればと思い、NPO法人

 の設立に至る。

主な活動 ：相談対応(専門家・関連企業をコーディネート)・講演

活動原資 ：関連企業・専門家からの会員費と寄付

相 談 元  ：ご本人様、介護・医療従事者、地域包括支援センターなど

特 徴 ：一つの窓口でワンストップ対応によりお悩み解決速度が早い

 福祉経験者多数在籍し経験豊富なため安心して相談ができる
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公正証書遺言と自筆証書遺言の

違いを理解し

ご自身に合った遺言作成の

参考にしていただく
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本講座の目的
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自筆証書遺言と公正証書遺言

(C) 2023npo-tss  

自筆証書遺言 公正証書遺言

作成方法
遺言の全文・氏名・日付を自書し、
押印する

本人と証人２名で公証役場へ行き、
本人が  遺言内容を口述し、それを
公証人が記述する
※公証人の出張対応による作成も可能

メリット ・費用がかからない

・法的に有効な遺言を確実に残す事
ができる
・相続で揉める背景がある場合に効
果的

デメリット

・遺言書が無効になるリスク
・紛失や盗難のリスク
 ※2020.7月より法務局にて保管可能

・検認手続きに時間がかかる

・費用がかかる
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遺言公正証書作成の流れと費用

公正証書作成
                 《公証人・証人・ご本人》

公証人への
原案確認

  《行政書士・弁護士》

    戸籍収集
 原案作成

  《弁護士・司法書士
  ・行政書士》

ヒアリング
《ご本人》

基本料金:14万円～

※戸籍取得費含む

参考料金:8万円～

※相続財産によって変動

通常１～２ヵ月
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自筆証書遺言作成のポイント
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➀全文を自筆で書く

➁署名・押印する

➂作成した日付を入れる

④誰に・何を・どの位相続させるか明示する

⑤遺産(不動産・預金口座など)を具体的に
明記する

⑥遺言執行者を指定する

⑦訂正部分は二重線で消し、印鑑を押す

⑧遺留分(最低限遺産をもらえる権利)に抵触
していないか確認する
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遺言が効果的な主なケース
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ケース１ こどもがいないご夫婦

ケース２ 法定相続人以外の人や団体に遺贈を希望する場合

ケース３

相続関係が複雑または相続財産が沢山ある方ケース４

法定相続人がいない方が自身の財産を社会貢献な
どの目的で団体などに遺贈を希望する場合
→遺言が無い場合は国庫に帰属
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第三者による死後対応について

https://tsugusapo.com/

遺言公正証書に記載する主な内容
⇒遺贈の内容・お墓の指定・遺したい想い・ペットのこと・

供養方法・お墓じまいなど

死後事務委任契約 ＋ 遺言の公正証書作成

遺言執行者

相続人以外の銀行や保険会社の死後手続きの際は、公正証書が
求められます。
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まとめ

２

早めに遺言を遺したい方は、自筆証書遺言を検討しましょう１

(C) 2023  npo-tss

３ 遺言は公正証書・自筆証書共に最後に遺したものが効果を発揮

自筆証書遺言を遺す際は、法務局の保管制度を活用しましょう

５ 相続で揉める背景がある場合は公正証書遺言を検討しましょう

４ 遺す思いが固まった際はできる限り公正証書遺言を遺しましょう

6 死後事務委任契約を締結する場合は遺言と併せて公正証書を
作成しましょう
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ホームページは
コチラ

https://tsugusapo.com/

当団体活動ブログ
随時更新！

最後までご視聴いただき誠にありがとうございました
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